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受任調整会議の運営方法

（１）受任調整会議の運営状況

○ 市長申立ての事案について、成年後見制度の適切な利用に向けた検討及び調整を行うため、山口市成年後見制度利用促進協議会
の部会として、令和４年４月に受任調整会議を設置。

○ 弁護士、司法書士、社会福祉士及び山口市社会福祉協議会専門員等を構成員として、毎月１回会議を開催。
○ 令和５年度からは、構成員が入れ替わる柔軟な組織とするとともに構成員それぞれの発言を促すため、任期を１年とし、構成員
３名の体制はそのままに、各回２名から各回１名の出席を求めることに変更。毎回各構成員から法律、財産管理、意思決定支援
などの、それぞれの実務経験と専門的知見からの御意見をいただくことができていることから、令和６年度も令和５年度と同様
の方式により会議を開催。

○ 会議では、制度利用者に必要な支援の検討や後見事務、適任職種（弁護士、司法書士、社会福祉士、市社協等）及び後見人に必
要な支援等について協議。

○ 市長申立てが必要な方は、身寄りのないことに加え複雑な課題を抱えおられ、専門的知見からの幅広い意見が必要な場面が多い
ことから、市長申立て事案全件を協議対象とし、受任調整会議の後に市長申立てを実施。家庭裁判所に提出する申立書に協議内
容について記載。ただし、緊急性のある事案については、受任調整会議の前に申立て、別途、家庭裁判所へ報告。
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会議構成員

所 属 構成員

山口県弁護士会 弁護士３名

山口県司法書士会
（公社）成年後見センター・リーガル
サポート山口支部

司法書士３名

山口県社会福祉士会 社会福祉士３名

山口市社会福祉協議会 生活相談課３名

山口市基幹型地域包括支援センター

山口市障がい者基幹相談支援センター

山口市成年後見センター

■進行方法

受任調整シート、対象者情報シート、親族関係図、診断書をもとに進行

（１）担当者からの事案説明

（２）事案の内容確認（質疑応答）

（３）本人に対する支援の課題の精査（意見交換）

（４）協議事項ごとに協議

■協議事項

①予測される類型及び予測される後見事務

②付与が必要と想定される権限

③適任職種等

④後見人等に必要と思われる支援

〇 令和４年度は１１回会議を開催し、協議件数は２３件。

令和５年度は１０回会議を開催し、協議件数は２０件。

令和６年１２月末時点で８回会議を開催し、協議件数は２１件。
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